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第５章 評価指標・推進体制 

１ 計画の評価指標と目標 

 

計画全体の評価指標及び目標については、基本方針に基づいて各施策に取り組むこ

とで、将来像である最先端モビリティ都市の実現を目指すため、関連計画である「名

古屋交通計画 2030」に掲げた目標と整合をはかります。 

また、将来像の実現に向けて、本計画における施策の方向性ごとに具体的な実施施

策に関する確認指標を設定し、進捗管理をはかります。 

なお、関連計画の目標等の見直しとあわせ、本計画の目標等も見直します。 

 

 【計画全体の評価指標及び目標】 

 

※1 新型コロナウイルス感染症拡大以前のデータから数値目標を設定しています。 

※1 
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【確認指標】 

 
 現状値 2028年度

99.2%
（2023年度）

現状以上

０地区
（2023年度）

４地区以上

２事業者・
49系統

（2023年度）

全事業者・
全系統

＊公共交通による人口カバー率

【指標の考え方】
公共交通ネットワークによるサービス水準の維持・確保について、第４次答申の考
え方である鉄道駅勢圏８００ｍ、バス停勢圏５００ｍによる公共交通の圏域により
カバーされている人口割合をもとに確認する必要がある。

確認指標
数値目標

（１）公共交通による移動サービス水準の維持・確保

【目標値の考え方】
既存の公共交通ネットワークによるサービス水準を維
持・確保するとともに、「葉」の交通に関する仕組みを
構築し、制度を活用することで現状以上を目指す。

（２）地域の実情に応じた移動手段の確保

＊制度を活用した支援地区数

【指標の考え方】
交通課題解決に向けて、地域住民が主体的に参画した取り組みが実施されてい
るかを支援制度の活用状況をもとに確認する必要がある。

【目標値の考え方】
公共交通空白地が広く分布している中川区、港区、
守山区、緑区などにおいて、制度を活用した取り組み
を促進する。

（３）先進技術を活用したシームレスな移動環境の形成

＊GTFS-JPデータの整備事業者数・系統数

【指標の考え方】
公共交通全体を一体として捉え、誰もがわかりやすく使いやすい移動環境の形
成に向けて、経路検索のもととなるデータの整備状況を確認する必要がある。

【目標値の考え方】
本計画に位置付ける事業者・全系統でのデータ整備
を目指す。
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２ 推進体制と進捗管理 

今後、本計画で掲げた最先端モビリティ都市の実現に向けて、行政や交通事業者な

どの関係者が担う役割と、計画の評価指標と目標において設定した目標の達成に向け

た進捗管理を行うことで、施策の効果的・効率的かつ計画的な推進をはかります。 

 

（１）市民利用者・交通事業者・行政等の連携 

各実施施策を着実に推進するため、名古屋市地域公共交通計画で掲げた交通政策

の方向性に基づき、「市民利用者」「交通事業者」「行政」等がそれぞれの役割の下、

連携しながら取り組みます。 

 

   【ガバナンス体制について】 

    ・名古屋市が名古屋市地域公共交通計画の策定および施策の実施に向けた調整を行

うとともに、各実施主体にて必要なデータの提供や実施主体間での連携・協働を

はかりながら、施策を推進していきます。 

    ・名古屋市地域公共交通協議会において、計画に掲げた施策の進捗管理をするとと

もに、その達成状況を評価・検証し、必要に応じて取り組み内容やスケジュール

の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪図 5-1 ガバナンス体制≫ 

 

  

 

名古屋市

各種
団体

事業推進への協力・
協議へのアドバイス

行政
機関

市民
利用者

学識
経験者

交通
事業者

協議・事業推進への
アドバイス・コーディネート

計画において合意された
事業の実施公共交通の利用促進、

地域主体の公共交通への
積極的な関与

公共交通に対する
指針の提示
計画において合意
された事業の実施
関係者調整

必要となる対策の検討・実施
事業推進への協力・協議への
アドバイス
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（２）進捗管理と評価 

各施策の取組状況や関連計画、事業との整合・連携、社会経済情勢の変化などを勘

案しながら、目標の達成状況を検証し、必要に応じて計画の見直しを行います。計画

推進のプロジェクトマネジメントは、名古屋市地域公共交通協議会が主体となって実

施しますが、公共交通等に関わる関係者（市民利用者、交通事業者、行政機関、各種

団体など）が施策実施状況やその効果、新たな課題や改善方策を共有しながら、国の

補助制度等も活用し、十分に連携をはかり、取り組んでいくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪表 5-2 計画策定以後の協議会等のスケジュール（イメージ）≫ 

≪表 5-1 計画期間における進捗管理・評価スケジュール≫ 

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

事業の計画

（Ｐ lan）

事業の実施

（Ｄ o）

事業内容や
目標達成状況の

確認・評価

（Ｃ heck）

改善・反映

（Ａ ction）

令和11(2029）
年度～令和６(2024）年度 令和７(2025）年度 令和８(2026）年度 令和９(2027）年度 令和10(2028）年度

次年度事業計画

の検討

事業の実施

事業の

評価

評価結果・課題共有

次年度実施予定内容

計画策定 次期計画策定

反映

反映

必要に応じて見直し
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